
令和 5 年　度 入 　  　札　   　日

入札及び契約方法

指 名 ﾗ ﾝ ｸ 担 　当　 課 都市整備課

最 低 制 限 価 格 － 落 札 業 者 日本オーチス・エレベータ㈱

低入札調査基準価格 － 落 札 率 100.00%

（単位:円）

番号 第１回入札 第２回入札 随契見積額

1 3,250,000 2,800,000 見積決定
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上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

指　名　業　者　名 備　　　　　　　考

日本オーチス・エレベータ㈱

入 札 予 定 価 格 3,080,000 円

落 札 決 定 額 3,080,000 円

工　事　箇　所 　 　朝倉市 比良松 地内

工　事　概　要

比良松団地B棟エレベーター戸開走行保護装置設置工事　一式

業　　　　　　種

入札結果表速報

　起工都整-37号 令 和 5 年 9 月 27 日

工　事　名　称 　比良松団地B棟エレベーター戸開走行保護装置設置工事 随 意 契 約

指　名　理　由
(随契理由)

　本工事は市営住宅比良松団地B棟に設置されているエレベーターに、安全装置である戸開走行保護装置を追加設置するものである。戸開走行保護装置
は、平成18年6月に東京都で発生したエレベーター使用時の死亡事故を契機に、平成21年9月28日以降に設置するエレベーターには設置が義務付けられ
ている装置である。比良松団地B棟のエレベーターは平成14年に設置されたものであるため、戸開走行保護装置の設置義務は無いが、既設エレベーターの
安全性を確保するため積極的な設置が推奨されていることから工事発注を行うものである。安全装置である戸開走行保護装置を追加設置する本工事は、既
設のエレベーターと密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備の使用に著しい支障が生ずるおそれがある。
　よって、当該工事は既設設備の施工者である日本オーチス・エレベータ(株)以外の者ではできないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の適
用による随意契約としたい。


